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例えば・・・・・
・ペットがいて避難所に避難ができない。車中泊をしている。
・ペットフードやその他の物資が手に入らない。
・ペットを預けたいが、預け先がわからない。
・ペットを診てもらいたいが、動物病院が見つからない。
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ペットへの適切な対応を行うことが、被災した飼い主の方の健康保持や他の
被災者の方との共生（トラブル防止）の上でも重要です。ご協力をお願いします。

窓口はこちら

○○○○○
Tel：OOO－OOOO－OOOO 

ペットも家族の一員で
あると言われています。
ペットを守れるのは
飼い主だけです。

平成30年７月豪雨により


